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第
二
十
三
条

総
会

第
二
十
四
条

国
際
事
務
局

第
二
十
五
条

改
正
又
は
修
正

第
二
十
六
条

締
約
国
と
な
る
た
め
の
手
続

第
二
十
七
条

千
九
百
九
十
四
年
の
商
標
法
条
約
及
び
こ
の
条
約
の
適
用

第
二
十
八
条

効
力
発
生
並
び
に
批
准
及
び
加
入
の
効
力
発
生
の
日

第
二
十
九
条

留
保

第
三
十
条

こ
の
条
約
の
廃
棄

第
三
十
一
条

こ
の
条
約
の
言
語
及
び
署
名

第
三
十
二
条

寄
託
者

第
一
条

略
称

こ
の
条
約
の
適
用
上
、
明
示
的
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

「
官
庁
」
と
は
、
締
約
国
に
よ
り
標
章
の
登
録
を
委
任
さ
れ
た
機
関
を
い
う
。

「
登
録
」
と
は
、
官
庁
に
よ
る
標
章
の
登
録
を
い
う
。

「
出
願
」
と
は
、
登
録
の
出
願
を
い
う
。

「
書
類
」
と
は
、
願
書
又
は
申
請
書
、
宣
言
書
、
通
信
文
そ
の
他
の
出
願
若
し
く
は
登
録
に
関
す
る
情
報
で

あ
っ
て
、
官
庁
に
提
出
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

商
標
法
に
関
す
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
条
約
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
八
年
三
月
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

条
約
第
五
号

商
標
法
に
関
す
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
条
約

目
次第

一
条

略
称

第
二
条

こ
の
条
約
が
適
用
さ
れ
る
標
章

第
三
条

出
願

第
四
条

代
理
及
び
送
達
の
た
め
の
宛
先

第
五
条

出
願
日

第
六
条

二
以
上
の
類
に
属
す
る
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
単
一
の
登
録

第
七
条

出
願
及
び
登
録
の
分
割

第
八
条

書
類

第
九
条

商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
分
類

第
十
条

氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
の
変
更

第
十
一
条

権
利
の
移
転

第
十
二
条

誤
り
の
訂
正

第
十
三
条

登
録
の
存
続
期
間
及
び
更
新

第
十
四
条

期
間
を
遵
守
し
な
か
っ
た
場
合
の
救
済
措
置

第
十
五
条

パ
リ
条
約
を
遵
守
す
る
義
務

第
十
六
条

サ
ー
ビ
ス
・
マ
ー
ク

第
十
七
条

使
用
権
の
記
録
の
申
請

第
十
八
条

使
用
権
の
記
録
の
修
正
又
は
取
消
し
の
申
請

第
十
九
条

使
用
権
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
影
響

第
二
十
条

使
用
権
の
表
示

第
二
十
一
条

却
下
し
、
又
は
拒
絶
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
意
見

第
二
十
二
条

規
則
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